
国内産米麦包装等の証明実施要領

平成２１年１２月２４日　制定

平成２４年４月１日　一部改正

令和５年１０月２日　一部改正

（目的）

第１　一般財団法人日本穀物検定協会が行う国内産米麦包装等の証明の実施について、農産物規格規程

　　（平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号以下「規格規程」という。）等に定める麻袋、

　　樹脂袋、紙袋、ポリエチレンフィルム袋及び刺穴密封用粘着紙等の規格に適合する旨の証明を、こ

　　の要領に定めるところにより行うものとする。

（種類）

第２　麻袋については、Ａ麻袋、Ｂ麻袋、Ｃ麻袋の３種類とする。

　１　Ａ麻袋

　　　Ａ麻袋は、１回も使用したことのない新麻袋とする。

　２　Ｂ麻袋

　　　Ｂ麻袋は、米麦の包装に１回使用した麻袋であって、Ａ麻袋の規格を維持するものとする。

　３　Ｃ麻袋

　　　Ｃ麻袋は、米麦の包装に１回又は２回使用した麻袋であって、Ａ麻袋の規格を維持するものとする。

（証明の実施）

第３　支部は、管轄所在地の工場長から、B麻袋、C麻袋、樹脂袋、紙袋、ポリエチレンフィルム袋及び刺

　　穴密封用粘着紙にあっては様式１号の証明依頼書の提出があった場合、Ａ麻袋にあっては様式１号の

　　２の証明依頼書の提出があった場合、依頼のあった工場において証明を行うものとする。

（証明のための標本袋抽出）

第４　標本袋の抽出については、次の１及び２のロットの大きさの欄に掲げる区分ごとに、同表の抽出枚

　　数の欄に掲げる数量の包装を無作為に抽出して標本袋とする。

　　　ただし、第５の確認及び試験の結果、規格規程に適合しない包装の数が、次の表の合格判定枚数の

　　欄に掲げる数量を超えた場合においては、手直し後、再度ロットを編成し、再確認及び試験を行うも

　　のとする。

　　　なお、Ｂ麻袋及びＣ麻袋は、１袋ごとに確認を行うとともに、刺穴密封用粘着紙は、はく離紙を１

　　枚とみなして行うものとする。　
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　１　規格規程に基づくＡ麻袋、樹脂袋、紙袋及びポリエチレンフィルム袋並びに別に定める規格に基づ

　　く刺穴密封用粘着紙の確認を行う場合。

ロットの大きさ（枚数） 抽出枚数 合格判定枚数

2 ～ 50 2 0

51 ～ 100 3 0

101 ～ 200 5 0

201 ～ 500 8 0

501 ～ 1,000 13 1

1,001 ～ 3,000 20 1

3,001 ～ 10,000 32 1

10,001 ～ 35,000 50 2

35,001 以上 80 3

　２　規格規程に基づくＡ麻袋、樹脂袋、紙袋及びポリエチレンフィルム袋並びに別に定める規格に基づ

　　　く刺穴密封用粘着紙の確認に必要な試験を行う場合。

ロットの大きさ（枚数） 抽出枚数 合格判定枚数

2 ～ 50 2 0

51 ～ 100 2 0

101 ～ 200 3 0

201 ～ 500 3 0

501 ～ 1,000 5 0

1,001 ～ 3,000 5 0

3,001 ～ 10,000 8 0

10,001 ～ 35,000 8 0

35,001 以上 13 0

（証明に係る事前準備）

第５　第６の確認及び試験を円滑に行うため、証明を依頼する者は証明を行う包装の種類ごとに、次のと

　　おり事前準備を行うものとする。

　１　Ａ麻袋にあっては、積来船別及び製造工場別に、それぞれ均質なロットを構成するものとする。

　　

　２　Ｂ麻袋及びＣ麻袋にあっては、当該麻袋に表示された農産物検査法（昭和２６年法律第１４４号）

　　に基づく等級証印等（以下「等級証印等」という。）をあらかじめ様式２号のまっ消印をもって消す

　　ものとし、その品質程度については、選別及び修理等を行ったうえ、均質なロットを構成するものと

　　する。

　３　樹脂袋にあっては、工場別、契約別及び規格別に、それぞれ均質なロットを構成するものとする。

　　

　４　紙袋にあっては、工場別、契約別及び規格別に、それぞれ均質なロットを構成するものとする。

　　　また、紙質試験を行う場合、同一製紙工場の同一種類（規格）のクラフト紙を使用する場合には、

　　上記ロットを合成し、均質なロットを構成することができるものとする。この場合のロットの大き　

　　さ（枚数）の限度は当該製造工場の製造能力を基に35,000、150,000及び500,000とする。
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　５　ポリエチレンフィルム袋にあっては、工場別、契約別及び規格別に、それぞれ均質なロットを構

　　成するものとする。

　６　刺穴密封用粘着紙にあっては、工場別に均質なロットを構成するものとする。

　　

（証明のための包装の確認及び試験の方法）

第６　包装の証明は、次に定める方法により実施するものとする。

　１　Ａ麻袋

　（１）材料の確認

　　　　規格規程第１の１～６の(３)のロの（イ）の材料の確認は、第４の１により抽出した標本袋につ

　　　いて、外観により鑑定する。

　（２）形状の確認

　　ア．規格規程第１の１～６の(３)のロの（イ）の形状のうち、縦及び横の長さの確認は、第４の１に

　　　より抽出した標本袋を平常な状態において計測する。

　　イ．規格規程第１の１～６の(３)のロの（イ）の形状のうち、密度の確認は、第４の１により抽出し

　　　た標本袋について、縦、横ともおおむね中央部に当たる箇所の１０センチメートル間の糸数を計測

　　　する。

　　ウ．規格規程第１の１～６の(３)のロの（イ）の形状のうち、重さの確認は、麻袋の水分率（絶乾重

　　　分率を水分率13.75％に換算以下同じ。）が13.75％の場合の重さであるので、標本袋の測定した水

　　　分率を水分率13.75％に換算の上、算出して得た重量をもって、当該麻袋の重さとする。

　　　　なお、麻袋の重量は、湿度等の外界の条件により変動しやすいので、極端に湿度の高い場合又は

　　　低い場合は、その計量を避ける等外界の条件に応じた措置を講ずるものとする。

　（３）油分の確認

　　　　油分の確認は、第４の２により抽出した標本袋について「Ｓ・Ｍ式色素吸着法（別紙１）」によ

　　　る試験を行う。　

　（４）吸湿性の確認

　　　　吸湿性の確認は、第４の２により抽出した標本袋について「麻袋の吸湿量の確認方法（別紙２）」

　　　による試験を行う。

　２　Ｂ麻袋

　　　当該麻袋に表示された等級証印等が様式２号のまっ消印をもって消されていることを確認し、その

　　品質の程度については、別に定める規格の事項を外観等により鑑定する。

　３　Ｃ麻袋

　　　当該麻袋に表示された等級証印等が様式２号のまっ消印をもって消されていることを確認し、その

　　品質の程度については、別に定める規格の事項を外観等により鑑定する。

- 3 -



　４　樹脂袋

　（１）原反の織り方及び材料の確認

　　　　規格規程第１の１～６の(３)のロの（ロ）の原反の織り方の確認は、第４の２により抽出した標

　　　本袋の外観により鑑定する。また、材料の確認は、製造工場別の製袋前の原反テープヤーンの繊度

　　　（デニール）について、化学繊維フィラメント糸試験方法（JIS L 1013）による試験結果の確認を

　　　行う。

　（２）形状の確認

　　ア．規格規程第１の１～６の(３)のロの（ロ）の形状のうち、縦及び横の長さの確認は、第４の１に

　　　より抽出した標本袋を平常な状態において計測する。

　　イ．規格規程第１の１～６の(３)のロの（ロ）の形状のうち、密度の確認は、第４の１により抽出し

　　　た標本袋について、中央表示線の箇所の１０センチメートル間の糸数を計測する。

　５　紙袋

　（１）材料の確認

　　　　規格規程第１の１～６の(３)のロの（ハ）の材料の確認は、第４の２により抽出した標本袋から、

　　　次により行う。

　　　　なお、第一種から第四種紙袋については、原紙はJIS P 3401（クラフト紙１種）の規定に基づき

　　　紙の縦方向全長にわたり幅約３ミリメートルの紫線１本、又は、JIS P 3401（クラフト紙５種）の

　　　規定に基づき紙の縦方向全長にわたり幅約３ミリメートルの紫線２本がすき込んであるものとする。

　　ア．原紙の試験片を標本袋の第１層から第３層より採取し、JIS P 3401（クラフト紙１種）MS-84、

　　　JIS P 3401（クラフト紙５種１号）EK１-83又はJIS P 3401（クラフト紙５種２号）EK２-84に基づ

　　　く試験または、これと同等の測定精度を有すると認められる自動紙質測定機により行う。

　　イ．補強テープ、クレープ紙及び紙ひも製バンド等は、見本品と比較して行う。ただし、紙ひも製バ

　　　ンドについては、事前にJIS P 8113に定める試験方法に合格したものを使用することとする。

　（２）形状及び品質の確認

　　ア．規格規程第１の１～６の(３)のロの（ハ）の形状の確認は、第４の１により抽出した標本袋を計

　　　測及び外観等により鑑定する。　

　　イ．品質の確認は、第４の１により抽出した標本袋を次の事項について確認する。

　　　①．のりのはがれがなく、のりが完全に乾いていること。

　　　②．第１種紙袋には紙ひも製バンドが完全についていること。

　　　③．汚染又は破損していないこと。

　　　④．ミシン縫いの間隔が整一で、縫い方が完全であること。

　　　⑤．紙袋の裏面外層の中央部に幅２０センチメートル、長さ５０センチメートル以上を帯状または

　　　　網目状に防滑剤が塗布してあり、防滑剤は無異臭、無害のものとする。

　６　ポリエチレンフィルム袋

　（１）材料の確認

　　　　規格規程第１の１～６の(３)のロの（ニ)の材料の確認は、第４の２により抽出した標本袋を外

　　　観により確認する他、食品包装用プラスチックフィルム通則（JIS Z 1707）等の試験結果の確認を

　　　行う。

　（２）形状の確認

　　　　規格規程第１の１～６の(３)のロの（ニ）の形状の確認は、第４の１により抽出した標本袋を計

　　　測及び外観等により鑑定する。
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　７　刺穴密封用粘着紙

　（１）材料及び特性の確認

　　ア．別に定める規格の材料の確認はJIS P 8124、JIS P 8113及びJIS P 8116に基づく試験結果の確認

　　　を行う。

　　イ．別に定める規格の特性の確認は、第４の２により抽出した標本について、JIS Z 1538及びJIS Z 

　　  0237に基づく試験結果の確認を行う。

　（２）表示、品質、仕様及び寸法の確認

　　　　別に定める規格の表示、品質、仕様及び寸法の確認は、第４の１により抽出した標本を計測及び

　　　外観等により鑑定する。

（証明の方法）

第７　第６の確認及び試験の結果、規格規程並びに別に定める規格に適合している包装については、次の

　　区分ごとに証明を行うものとする。

　１　Ａ麻袋

　　　あらかじめ、輸入主体及び製造工場の色糸が織り込まれている反対側の片隅より約２センチメート

　　ルの箇所に、規格規程に適合している旨の表示として赤色糸を各袋に織り込むものとする。

　　　なお、証明数量の確認は、当該ロットを構成する各梱に様式３号の証紙（白色）に証明員の確認印

　　を押印の上、各梱のおび等に証紙を巻き付けるなど封印することにより行う。

　　　表示の箇所

（１）６０㎏Ａ麻袋 （２）３０㎏Ａ麻袋

製造工場マーク

輸入主体マーク

約2.0cm

合格マーク（赤糸）
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　２　Ｂ麻袋

　　　別に定める規格に適合している旨の表示として、様式５号の証印（黒色）を、各袋ごとに次の箇所

　　又はその付近に押印する。

　　　なお、証明数量の確認は、当該ロットを構成する各梱に様式３号の証紙（だいだい色）に証明員の

　　確認印を押印した上、各梱のおび等に証紙を巻き付けるなど封印することにより行う。

　　表示の箇所

Ｂ麻袋

合格証印

（黒色）

　３　Ｃ麻袋

　　　別に定める規格に適合している旨の表示として、様式６号の証印（赤色）を、各袋ごとに次の箇所

　　又はその付近に押印する。

　　　なお、証明数量の確認は、当該ロットを構成する各梱に様式３号の証紙（緑色）に証明員の確認印

　　を押印した上、各梱のおび等に証紙を巻き付けるなど封印することにより行う。

　　表示の箇所

Ｃ麻袋

合格証印

（赤色）
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　４　樹脂袋

　　　あらかじめ、製造会社及び製織会社の色糸が織り込まれている反対側のひだ中央部に、規格規程に

　　適合している旨の表示として赤色糸を各袋に織り込むものとする。

　　　なお、証明数量の確認は、当該ロットを構成する各梱に様式３号の証紙（黄色）に証明員の確認印

　　を押印の上、各梱のおび等に証紙を巻き付けるなど封印することにより行う。

　　　表示の箇所

（１）６０㎏樹脂袋 （２）３０㎏樹脂袋

製造会社マーク

製織会社マーク

合格マーク（赤糸）
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　５　紙袋

　　　あらかじめ、製紙工場名及び製袋工場名が表示されている箇所の横又はその付近に、規格規程に適

　  合している旨の表示として様式７号（印刷の色は原則、製紙工場及び製袋工場名の表示に使用された

　　色とする。）を各袋に表示する。　

　　　なお、証明数量の確認は、当該ロットを構成する各梱に様式３号の証紙（水色）に証明員の確認印

　　を押印の上、各梱のおび等に証紙を巻き付けるなど封印することにより行う。

　　　表示の箇所

紙袋

合格マーク

　６　ポリエチレンフィルム袋

　　　あらかじめ、原料製造工場名及び製袋工場名が表示されている箇所の横又はその付近に、規格規程

　　に適合している旨の表示として様式８号を各袋に表示する。　

　　　なお、証明数量の確認は、当該ロットを構成する各梱に様式３号の証紙（桃色）に証明員の確認印

　　を押印の上、各梱のおび等に証紙を巻き付けるなど封印することにより行う。

　　　表示の箇所

ポリエチレンフィルム袋

合格マーク
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　７　刺穴密封用粘着紙

　　　別に定める規格に適合している旨の様式４号の合格証紙（青色）に証明員の確認印を押印の上、各

　　梱のおび等に証紙を巻き付けるなど封印することにより行う。

（証明に係る帳簿類の整備及び保存）

第８　支部は、次に掲げる次項を記載した帳簿を備え、証明完了後、２年間保存しておくものとする。

　１　証明した年月日

　２　証明した包装の仕向け先（生産者名又はその代理人名等。）

　３　証明内容（包装の種類別の数量及び証明方法等。）

（不正行為等）

第９　この証明において、不正な事例があった場合は、証明依頼の契約は無効とし、証明行為の一切を取

　　りやめるものとする。

（その他袋の証明）

第10　規格規程において規格の定めのない包装（以下「その他袋」という。）の証明依頼があった場合、

　　以下により証明を行うものとする。

　　１．本部は、証明依頼の内容が「もみ又は玄米用のその他袋」であることを確認する。

　　２．本部は、１の確認後、その他袋の証明依頼者（以下「証明依頼者」という。）から証明依頼書を

　　　受領し、当該その他袋を製造する製袋工場のある穀検支部（以下「当該支部」という。）に対し、

　　　その写しを送付する。

　　３．当該支部は、製袋工場から受領した証明依頼書と２の本部から送付された証明依頼書の写しに相

　　　違がないことを確認する。なお、相違があった場合は、本部に対してその旨を連絡する。

　　４．当該支部は、製袋工場で証明する際に、その他袋に印字されている検査証明書に「もみ又は玄米」

　　　の種類が表記されていることを確認する。

　　５．当該支部は、証明終了後、本部に対し、その他袋証明実績報告書（様式９号の１）を速やかに提

　　　出する。

　　６．本部は、５をとりまとめの上、証明依頼者に対し、その他袋証明実績報告書（様式９号の２）を

　　　提出する。

（要領に定めのない証明依頼）

第11　依頼者より、この要領に定めのない紙袋の証明依頼があった場合、当該紙袋が、規格規程に定めら

　　れている規格であることを確認し、証明する。

（その他）

第12　米麦用以外で、規格規程に定められている農産物の包装については、雑穀用とし、この要領に準拠

　　し証明を行うものとする。
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（様式１号）

№

証　明　依　頼　書

　　　　年　　月　　日

日本穀物検定協会○○支部長　　殿

印

次のとおり証明を依頼します。

種　類 依頼数量 証明実施場所 証明希望月日 証明数量 備　考

梱数 枚数

(注１）証明数量欄については、日本穀物検定協会において記載する。

(注２）紙袋については、備考欄に製紙工場名を記載する。

（様式１号の２）

№

証　明　依　頼　書

　　　　年　　月　　日

日本穀物検定協会○○支部長　　殿

印

別紙のとおり発地証明成績書を添付の上、次のとおり証明を依頼します。

種類 国名 船名 入港月日 製造会社名 依頼数量 証明実施場所 証明希望月日

梱数 枚数
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（様式２号）

まっ消印

0.5cm

1.5cm

0.5cm

（様式３号）

○○袋封印証紙

一般財団法人 日本穀物検定協会

Ａ麻袋証紙（白色）

Ｂ麻袋証紙（だいだい色）

Ｃ麻袋証紙（緑色）

樹脂袋証紙（黄色）

紙袋証紙（水色）

ポリエチレンフィルム袋（桃色）

雑穀紙袋（薄緑色）

（様式４号）

刺穴密封用粘着紙合格証紙

刺穴密封用粘着紙合格証紙（青色）

５cm

支 部
年 月 日
氏 名

2.5cm

11.0cm

支 部
年 月 日
氏 名

2.5cm

11.0cm
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（様式５号）黒色

（様式６号）赤色

（様式７号）

2.9cm

○○○○○○○○

5.0cm

（様式８号）

2.9cm

5.0cm

6ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

6ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ
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（様式９号の１）

№

一般財団法人　日本穀物検定協会　　支部

その他袋証明実績報告書

　（　　年　　月実施分）

（様式９号の２）

№

御中

　　　　一般財団法人　日本穀物検定協会

その他袋証明実績報告書

　（　　年　　月実施分）

種類 数量（袋）

合計

仕向先県 仕様製袋工場名

証明月日 仕向先県 数量（袋）種類

合計

製袋工場名 仕様
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（別紙１）

Ｓ・Ｍ式色素吸着法（油分確認方法）

１　原理

　　この方法の原理は、油溶性染料溶液を繊維層でろ過し、ろ過中に染料を繊維中の油分に吸収させ、ろ

　液の色を繊維中の油分量により変化させることにより確認するもので、現在の試薬では、規格内の油分

　の場合淡黄緑色－青緑色、規格以上の油分の場合黄かっ色となり、鮮かな差を示す。即ちろ液の青色濃

　度が高い程油分が少ないことを示し、反対に不合格の場合は何れも同様の黄かっ色を示す。

２　使用器具

　　この測定には、天秤、水分計、特殊反応漏斗、メジャーグラス、ビーカー、試験管及びＳ・Ｍ試薬等

　を使用する。

３　測定方法

　　一定の絶乾重量の試料（実際には試料の水分％を測定し、その水分％により１回の試料の量を別表で

　定める）を1.2～1.5cm程度の幅の形状に切断し、これを反応漏斗に隙間が生じないよう密に充填する。

　（反応漏斗の首から下を1.5～2.5cmあける）

　　次に試料の水分％に応じＳ・Ｍ試薬を水で稀釈し、所定の量を上から注ぐ（別表）約５分後ろ液が流

　　出し始める。

　　ろ液は最後に３ccとなるが、色の判定は流出の完了を待つ必要はない。

　　流出液は、最初は、乳白色を帯びており、繊維の水分が多い程この傾向は強くなるから、初期の流出

　液で合格の判定が困難な場合、前期と後期を別々の試験管にとり、後期の液の色で判定する。

４　注意

（１）試薬は気化性で、気化により沈殿を生じ確認が不正確となるから、常に密封して保存する必要があ

　　る。缶入りのものは開封したら、びんに移し替える方がよい。

（２）Ｓ・Ｍ試薬は水で稀釈すると徐々に沈殿を生じるから、使用前に稀釈するのがよい。

（３）反応漏斗に対する繊維の充填は水分率２０％、試料１５gの場合、約２cmの長さの隙間を上部に残し

　　常にほぼ一定の密度になるようにする。

（４）水分計は0.5％以下の誤差、天秤は0.1gの秤量が正確にでる必要があり、特に水分計は加熱時間及

　　び温度について適当なものを選ぶこと。

（５）呈色は試料の水分が少ない程鮮やかとなるから、判定が困難な色を呈した場合は水分率が２０％以

　　下になるよう乾燥して再度行う。
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Ｓ・Ｍ試薬使用量早見表

凡その水分率％ 使用繊維量g 試薬量cc 稀釈水量cc 計cc 備　　考

10 13.8 20 3.8 23.8

11 13.9 20 3.6 23.6

12 14.0 20 3.5 23.5

13 14.1 20 3.4 23.4

14 14.3 20 3.3 23.3

15 14.4 20 3.1 23.1

16 14.5 20 3.0 23.0

17 14.6 20 2.9 22.9

18 14.8 20 2.8 22.8

19 14.9 20 2.6 22.6

20 15.0 20 2.5 22.5

21 15.1 20 2.4 22.4

22 15.3 20 2.3 22.3

23 15.4 20 2.1 22.1

24 15.5 20 2.0 22.0

25 15.6 20 1.9 21.9

26 15.8 20 1.8 21.8

27 15.9 20 1.7 21.7
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（別紙２）

麻袋の吸湿量確認方法

　麻袋の吸湿性を、温度２５℃、相対湿度９０％の条件下で測定するには、正しくこの条件を保っている

装置内に恒量に達するまで放置し、以後１０５℃で乾燥し、恒量に達するのをまって再度重量測定を行い

その際の減少量を、乾燥重量に対する比率であらわすのであるが、この方法では時間的に実行が困難であ

るため、下記の方法により短時間に測定を行う。

（１）裁断片約７５gを試料とし、これから１５gの試料４片を作り、各測定値の算術平均を代表値とする。

（２）油分試験用漏斗に、上記試料を油分確認の際と同様な方法で密に充填し、薬液２５ccを注下し、３

　　０分後漏液量を測定する。

（３）薬液はＳ・Ｍ試薬を水で3.5倍（容積）に稀釈し、液温ほぼ２５℃に調節して使用する。

　　　Ｓ・Ｍ試薬は水と混合すると温度が上昇することに注意し、夏期は２０℃、冬期は３０℃程度にな

　　るよう水の温度で調節し、操作中の温度をほぼ２５℃に保つこと。

　　　Ｓ・Ｍ試薬又は稀釈して作った薬液を加温することは、薬液の濃度が変わるから避けること。

（４）上記操作は、夏期はなるべく冷涼な室で行い、かつ操作中漏斗から薬液が蒸発しないよう、ビニー

　　ル等で漏斗の口をおおうことが望ましい。

（５）試料の残り１０gについて１０５℃法又は電気抵抗法により水分率を測定する。

（６）漏液量と水分率の測定は同じ条件の試料でなければならないから、試料の測定室内に１時間以上放

　　置することが必要で、特に過湿のものは避けること。

（７）上記により測定した漏液量及び水分率値より別紙換算表を用い吸湿量に換算すること。

（８）測定水分率２５％以下を合格とする。
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麻袋吸湿量換算表

単位：％

水分率 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

液量cc

0.5 25.3 25.7 26.0 26.3 26.7 27.0 27.3 27.7 28.0 28.3 28.7

1.0 24.8 25.2 25.5 25.8 26.2 26.5 26.8 27.2 27.5 27.8 28.2

1.5 24.3 24.7 25.0 25.3 25.7 26.0 26.3 26.7 27.0 27.3 27.7

2.0 23.8 24.2 24.5 24.8 25.2 25.5 25.8 26.2 26.5 26.8 27.2

2.5 23.3 23.7 24.0 24.3 24.7 25.0 25.3 25.7 26.0 26.3 26.7

3.0 22.8 23.2 23.5 23.8 24.2 24.5 24.8 25.2 25.5 25.8 26.2

3.5 22.3 22.7 23.0 23.3 23.7 24.0 24.3 24.7 25.0 25.3 25.7

4.0 21.8 22.2 22.5 22.8 23.2 23.5 23.8 24.2 24.5 24.8 25.2

4.5 21.3 21.7 22.0 22.3 22.7 23.0 23.3 23.7 24.0 24.3 24.7

5.0 20.8 21.2 21.5 21.8 22.2 22.5 22.8 23.2 23.5 23.8 24.2

5.5 20.3 20.7 21.0 21.3 21.7 22.0 22.3 22.7 23.0 23.3 23.7

6.0 20.2 20.5 20.8 21.2 21.5 21.8 22.2 22.5 22.8 23.2

6.5 20.3 20.7 21.0 21.3 21.7 22.0 22.3 22.7

7.0 20.2 20.5 20.8 21.2 21.5 21.8 22.2

7.5 20.7 21.0 21.3 21.7

8.0 20.8 21.2

（注）１．水分率は試料の水分率（絶乾重量に対する水分量）

　　　２．液量は反応漏斗から出る漏液量
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